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寄附金について



寄附金

※ 横浜市に対し、企業版ふるさと納税を活用して「国際園芸博覧会」にご寄附をいただいた場合、
  横浜市から2027年国際園芸博覧会協会に支出します。
 なお、寄附者が横浜市外に本社(地方税法上における主たる事務所又は事業所)が所在する
法人である場合のみ対象です。
   寄附に対しての税制上の措置については、以下をご参照ください。

協会HP  ：https://expo2027yokohama.or.jp/association/donation/

横浜市HP：https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/torikumi/sousei/sousei-ouen/kigyo-furusato.html

博覧会事業への寄附を募集します。

寄附の種類 寄附先

指定寄附金 ２０２７年国際園芸博覧会協会

特定公益増進法人への寄附 ２０２７年国際園芸博覧会協会

企業版ふるさと納税（～2025年3月31日まで） 横浜市（※）
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